
　成人おめでとうございます。２０歳になったらもう一人前、みんなが国民年金に加入し納付す
ることが義務づけられています。年金は、国民全体が協力しあい、老後の生活や万一の障害年
金・遺族年金に備えるための制度です。２０歳の誕生日の前後に、社会保険事務所から年金
手帳と国民年金保険料納付書が送付されます。年金手帳は大切に保管しましょう。

　日本に住んでいる２０歳から６０歳になるまでの方は全員が国民年金に加入します。加入者は
職業などによって３つのグループに分かれていて、それぞれ加入手続きや保険料の納め方が違いま
す。下の表で、あなたがどのグループか見てみましょう。

年金だより

お問い合わせ
年金課本庁：☎973－5498
石 川 庁 舎：☎965－5617
勝 連 庁 舎：☎978－7237
与那城庁舎：☎978－2123

コザ社会保険事務所：☎933－3437,933－3438

☆１月１５日（月）から２月１６日（金）までの、水曜日を除く平日午後７時まで窓口
業務を延長します。（市役所本庁のみ）　お仕事などでお忙しい方、どうぞご利用
ください。

加入者は
どんな方？

手続きは
どこで？

保険料の
納め方は？

こんなときは
届出が
必要です！

自営業や農業などの方とその配
偶者または学生、アルバイトなど

会社員や公務員などで厚生年金
や共済組合等に加入している方

厚生年金や共済組合等に加入
している夫（妻）に、扶養されて
いる妻（夫）

本人が市役所年金課の窓
口で行います。

勤務先で加入手続きを
行います。

配偶者の勤務先で手続き
を行います。

社会保険庁から送付され
る納付書により、銀行や郵
便局、コンビニ（ローソン
かファミリーマート）など
で納めます。
★口座振替なら割引があ
　り、お得です。

厚生年金や共済組合等
の保険料を納めます。
それとは別に国民年金
保険料を納める必要は
ありません。

個人で納める必要はあり
ません。また、配偶者の給
料から天引きされること
もありません。保険料は、
配偶者の加入している年
金制度が負担します。

●就職して厚生年金や共
済組合に加入したとき
　→勤務先へ

●結婚や減収で、厚生年
金や共済組合に加入し
ている夫（妻）に扶養さ
れるようになったとき
　→勤務先へ

●退職したとき
　→市年金課へ

●退職して厚生年金や共
済組合に加入している
夫（妻）に扶養されるよ
うになったとき
　→勤務先へ

●増収や離婚などで、厚生年金
や共済組合に加入している
夫（妻）の扶養からはずれた
とき →市年金課へ

●夫（妻）が退職したとき
　→市年金課へ

●就職して厚生年金や共済組合
に加入したとき →勤務先へ

●厚生年金や共済組合に加入
している夫（妻）が転職した
とき →勤務先へ

祝２０歳  ～成人おめでとう～

☆★加入者の手続き★☆

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

13 広報うるま 2007　1月号


